
 

断熱性能を高めることによる掛かり増し費用の算出方法について 

 
○見積書（要領第２号様式）の作成について 

・要領第２号様式は、見積書となります。施工業者Ａ（設計施工一括の場合は、申請者との契約者）及び施工業

者Ｂ（見積もり合わせ先）から提出いただきます。 

・見積書のため、左上宛先は施主（発注者）の氏名を記載いただきます。 

・施工業者Ａは要領第２号様式を作成した後、主な仕様は変更せず、施工業者Ｂに金額を抜いたものを渡し金額

を記入してもらいます。 

 

○UA＝申請する補助対象住宅の仕様（等級６又は７） 

・下図の①「主な仕様」は当該補助住宅の仕様を入力する。 

・下図の②「金額」は当該補助住宅の仕様にかかる材料費を入力する。（工事費は含まない） 

○UA＝0.6 程度の仕様（等級５） 

・下図の③「主な仕様」のうち、「断熱材」については、当該補助住宅に使用する断熱材の種類を変えずに、厚さ

又は性能を変更し UA＝0.6 程度となるもの記載する。 

※なお、設定する仕様は下記による 

a. 各施工業者の標準仕様（ZEH 仕様）を記入 

b. (一社)日本建材・住宅設備産業協会 資料「ZEH のつくり方」を参考に記入 

c. メーカーのカタログ等を参考に記入 

・下図の④「金額」は③の仕様にかかる材料費を入力する。 

○施工業者Ｂへの見積依頼 

・施工業者Ａが作成した見積もりの①、③を記載したものを施工業者Ｂに共有し、施工業者Ｂは③、④を記載

し見積書を作成する。 
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○見積書（要領第１号様式）の作成について 

・施工業者Ａ及び施工業者Ｂが作成した見積書（要領第２号様式）を比較し要領第１号様式により、補助金額を

算定する。 

・施工業者Ａ及び施工業者Ｂのそれぞれの掛かり増し費用を算出、比較し、低い金額が掛かり増し費用となる。 

・なお、補助金額を算出するためのものであり、補助金額の大小により施工業者の選定に影響するものではない。 

（例）施工業者Ａ（申請者との契約予定の施工業者）の方が施工業者Ｂより高くても支障ない。なお、補助金額

は、施工業者Ａ、施工業者Ｂの掛かり増し費用のいずれか低い額とする。） 

・かかり増し費用と要綱で定める補助上限額（等級６は 150 万円、等級７は 200 万円）と掛かり増し費用を比較

し、低い額を補助金額とする。 

最低い額が補助申請額 
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等級６は 150 万円、等級７は 200 万円 
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